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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光電変換部と、前記光電変換部の一主面上に設けられ、一定間隔を隔てて互いに平行に
延在する複数のフィンガー電極を含む集電極とを備える太陽電池を製造する方法であって
、
　前記光電変換部の一主面上に金属シード層を形成する工程と、
　前記光電変換部をめっき液中に浸した状態で、前記金属シード層上に第１めっき層を形
成する工程と、
　前記光電変換部を前記めっき液中に浸した状態で、前記第１めっき層上に第２めっき層
を形成する工程とを有し、
　前記金属シード層を形成する工程では、前記複数のフィンガー電極を構成する複数のフ
ィンガーシード層が、一定間隔を隔てて互いに平行に延在するように形成され、
　前記第１めっき層を形成する際の第１電流密度をＤＫ１、前記第２めっき層を形成する
際の第２電流密度をＤＫ２としたとき、ＤＫ１＜ＤＫ２であり、ＤＫ２が１７～３８Ａ／
ｄｍ２であり、
　前記第２めっき層を形成する工程では、前記めっき液中、前記複数のフィンガーシード
層の延在方向の両端部を覆うように、前記光電変換部の主面法線上に絶縁性の遮蔽板が配
置された状態で、前記第２めっき層が形成される、太陽電池の製造方法。
【請求項２】
　前記第１電流密度ＤＫ１は、１Ａ／ｄｍ２≦ＤＫ１≦１２Ａ／ｄｍ２を満たす、請求項
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１に記載の太陽電池の製造方法。
【請求項３】
　前記集電極は、前記フィンガー電極と接続されるバスバー電極をさらに含み、
　前記金属シード層を形成する工程では、前記バスバー電極を構成するバスバーシード層
も形成され、
　前記バスバーシード層の幅が前記フィンガーシード層の幅より大きくなるように、前記
バスバーシード層が形成される、請求項１または２に記載の太陽電池の製造方法。
【請求項４】
　前記第１めっき層を形成する工程では、前記バスバーシード層に給電を行うことにより
、前記バスバーシード層および前記フィンガーシード層上に前記第１めっき層が形成され
る、請求項３に記載の太陽電池の製造方法。
【請求項５】
　前記バスバーシード層１本あたりに、複数の給電点を配置して給電が行われる、請求項
４に記載の太陽電池の製造方法。
【請求項６】
　前記第１めっき層を形成する工程においても、前記めっき液中、前記フィンガーシード
層の端部を覆うように、前記遮蔽板が配置された状態で前記第１めっき層が形成される、
請求項１～５のいずれか１項に記載の太陽電池の製造方法。
【請求項７】
　前記複数のフィンガーシード層が延在方向の両端部のそれぞれで連結されており、
　前記第２めっき層を形成する工程では、前記めっき液中、前記フィンガーシード層の延
在方向の両端部において、フィンガー電極の端部を連結する金属シード層も覆うように、
前記遮蔽板が配置された状態で前記第２めっき層が形成される、請求項１～６のいずれか
１項に記載の太陽電池の製造方法。
【請求項８】
　前記光電変換部は、導電型単結晶シリコン基板の一主面上に、シリコン系薄膜および透
明電極層をこの順に有し、
　前記透明電極層上に前記集電極が形成される、請求項１～７のいずれか１項に記載の太
陽電池の製造方法。
【請求項９】
　前記光電変換部の一主面のうち、前記金属シード層が形成されていない領域上に絶縁層
が形成される、請求項１～８のいずれか１項に記載の太陽電池の製造方法。
【請求項１０】
　前記金属シード層上にも前記絶縁層が形成され、
　前記絶縁層に設けられた開口を介して、前記第１めっき層が前記金属シード層と導通さ
れる、請求項９に記載の太陽電池の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の製造方法により太陽電池を製造し、
　前記太陽電池を、配線部材を介して、他の太陽電池または外部回路と接続する、太陽電
池モジュールの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池の製造方法および太陽電池モジュールの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エネルギー問題や地球環境問題が深刻化する中、化石燃料にかわる代替エネルギーとし
て、太陽電池が注目されている。太陽電池では、半導体接合等からなる光電変換部への光
照射により発生したキャリア（電子および正孔）を外部回路に取り出すことにより、発電
が行われる。光電変換部で発生したキャリアを効率的に外部回路へ取り出すために、太陽
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電池の光電変換部上には集電極が設けられる。
【０００３】
　太陽電池の受光面側に集電極が形成された領域は、光電変換部に光が入射せず、発電に
寄与しない領域である。そのため、集電極による遮光損を低減される観点から、集電極の
線幅に対する厚みの比（アスペクト比）を高くすることが求められている。
【０００４】
　太陽電池の集電極を形成する方法としては、スクリーン印刷法により、銀ペースト等を
パターン印刷することにより形成する方法や、めっき法により集電極を形成する方法等が
挙げられる。銀ペースト等は、樹脂材料を含有するため導電率が小さいのに対して、めっ
き法により形成される金属層は導電率が高い。そのため、めっき法により集電極を形成す
ることにより、太陽電池の高効率化が期待できる。例えば、特許文献１および２では、め
っきの起点となるシード層上に、集電極の形状に対応する開口を有するレジストパターン
を形成した後、レジスト開口にめっき層を形成し、レジストを除去する方法が開示されて
いる。
【０００５】
　めっき層を形成する技術としては、めっき層を幅方向および厚み方向に同程度成長させ
る「等方性めっき」のほか、めっき層を幅方向に成長させる割合よりも厚み方向に成長さ
せる割合を大きくする「異方性めっき」が知られている。特許文献３では、相対的に低い
電流密度でめっき層を等方的に成長させた後、相対的に高い電流密度でめっき層を異方的
に成長させる方法が開示されている。特許文献３では、高電流密度でめっきを行う際、パ
ドル翼等を用いてめっき液を撹拌させる。特許文献３によれば、めっき液の撹拌によって
、めっき層の表面に形成される金属イオン希薄層が破壊され、金属イオン希薄層が破壊さ
れた箇所にめっき層が形成されると考えられている。特許文献３の実施例では、電流密度
５Ａ／ｄｍ２で膜厚１８μｍのめっき層を形成した後、電流密度５０Ａ／ｄｍ２で全体の
膜厚１４０μｍのめっき層を形成している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－２０４３６１号公報
【特許文献２】特開平１１－２０４３３７号公報
【特許文献３】特開２０１４－８０６７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献３に記載の方法によれば、めっきの表面状態、異方性成長、パターン間隔等を
高精度に制御でき、アスペクト比の高いめっき層を形成することができるとされている。
本発明者らは、アスペクト比の高い集電極を形成するために、特許文献３に記載されてい
るめっき法により、太陽電池の集電極を形成することを考えた。しかし、特許文献３に記
載されているめっき法により太陽電池の集電極を形成した場合、厚み方向にめっき層が均
一に成長しないだけでなく、幅方向にめっき層が成長してしまう箇所が生じることが判明
した。さらに、意図しない箇所に金属が析出した。めっき層の表面形状が不均一となる状
態は、「めっきヤケ」と呼ばれている。
【０００８】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、めっきヤケの発生が抑制され、アスペク
ト比の高い集電極をめっき法により形成できる太陽電池の製造方法を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、光電変換部と、光電変換部の一主面上に設けられ、複数のフィンガー電極を
含む集電極とを備える太陽電池を製造する方法に関する。本発明の製造方法は、光電変換
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部の一主面上に金属シード層を形成する工程と、光電変換部をめっき液中に浸した状態で
、金属シード層上に第１めっき層を形成する工程と、光電変換部を上記めっき液中に浸し
た状態で、第１めっき層上に第２めっき層を形成する工程とを有する。
【００１０】
　金属シード層を形成する工程では、フィンガー電極を構成するフィンガーシード層が形
成される。第１めっき層を形成する際の第１電流密度をＤＫ１、第２めっき層を形成する
際の第２電流密度をＤＫ２としたとき、ＤＫ１＜ＤＫ２＜４０Ａ／ｄｍ２を満たすことが
好ましい。第２めっき層を形成する工程では、上記めっき液中、フィンガーシード層の端
部を覆うように、光電変換部の主面法線上に絶縁性の遮蔽板が配置された状態で、第２め
っき層が形成される。
【００１１】
　第１電流密度ＤＫ１は、１Ａ／ｄｍ２≦ＤＫ１≦１２Ａ／ｄｍ２を満たすことが好まし
い。第２電流密度ＤＫ２は、１５Ａ／ｄｍ２≦ＤＫ２≦３８Ａ／ｄｍ２を満たすことが好
ましい。
【００１２】
　一実施形態において、集電極は、フィンガー電極と接続されるバスバー電極をさらに含
む。この場合、金属シード層を形成する工程では、バスバー電極を構成するバスバーシー
ド層も形成される。バスバーシード層は、バスバーシード層の幅がフィンガーシード層の
幅より大きくなるように形成される。
【００１３】
　上記実施形態において、第１めっき層を形成する工程では、バスバーシード層に給電を
行うことにより、バスバーシード層およびフィンガーシード層上に第１めっき層が形成さ
れることが好ましい。この場合、バスバーシード層１本あたりに、複数の給電点を配置し
て給電が行われることが好ましい。
【００１４】
　第１めっき層を形成する工程においても、上記めっき液中、フィンガーシード層の端部
を覆うように、遮蔽板が配置された状態で第１めっき層が形成されることが好ましい。
【００１５】
　一実施形態においては、フィンガーシード層の端部が連結されている。第２めっき層を
形成する工程では、上記めっき液中、フィンガーシード層の端部を連結する金属シード層
も覆うように、遮蔽板が配置された状態で第２めっき層が形成されることが好ましい。
【００１６】
　一実施形態において、光電変換部は、導電型単結晶シリコン基板の一主面上に、シリコ
ン系薄膜および透明電極層をこの順に有する。この場合、透明電極層上に集電極が形成さ
れる。
【００１７】
　一実施形態においては、光電変換部の一主面のうち、金属シード層が形成されていない
領域上に絶縁層が形成される。絶縁層は金属シード層上にも形成されてもよい。この場合
、絶縁層に設けられた開口を介して、めっき層が金属シード層と導通される。
【００１８】
　本発明は、上記の製造方法により製造した太陽電池を、配線部材を介して、他の太陽電
池または外部回路と接続する太陽電池モジュールの製造方法に関する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、相対的に低い電流密度ＤＫ１で第１めっき層を形成した後、相対的に
高い電流密度ＤＫ２で第２めっき層を形成することにより、めっき層が幅方向に成長する
割合よりも厚み方向に成長する割合を大きくできる。さらに、少なくとも第２めっき層を
形成する際、めっき用電極からの電界に対して、フィンガー電極を構成する金属シード層
の端部を遮蔽板によって遮蔽することにより、金属シード層の端部に電界が集中すること
を低減できる。その結果、めっきヤケの発生が抑制され、アスペクト比の高い集電極を形
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成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】一実施形態に係る太陽電池の模式的平面図である。
【図２】他の実施形態に係る太陽電池の模式的平面図である。
【図３】光電変換部準備工程の一実施形態を示す概念図である。
【図４】金属シード層形成工程の一実施形態を示す概念図である。
【図５】絶縁層形成工程の一実施形態を示す概念図である。
【図６】第１めっき層形成工程の一実施形態を示す概念図である。
【図７】第２めっき層形成工程の一実施形態を示す概念図である。
【図８】めっき装置の構造模式図である。
【図９】金属シード層の端部が遮蔽された状態の一例を示す模式的平面図である。
【図１０】各バスバーシード層の両端部に給電点を配置した例を示す模式的平面図である
。
【図１１】給電点間の距離が均等になるように各バスバーシード層上に給電点を配置した
例を示す模式的平面図である。
【図１２】一実施形態に係るヘテロ接合太陽電池の模式的断面図である。
【図１３】めっき時間と電流密度の関係を示すグラフである。
【図１４】各実施例および比較例のフィンガー電極の表面を示す光学顕微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１は、一実施形態に係る太陽電池の模式的平面図である。図１に示すように、本発明
の太陽電池は、光電変換部５０の一主面上に集電極７を備える。図１に示す例では、集電
極７は、一定間隔を隔てて互いに平行に延在する複数のフィンガー電極７ａと、フィンガ
ー電極７ａにより収集された電流を集めるバスバー電極７ｂとによって構成されている。
フィンガー電極７ａは、バスバー電極７ｂの延在方向に略垂直になるように形成されるこ
とが好ましい。バスバー電極７ｂは、フィンガー電極７ａよりも幅が大きく、フィンガー
電極７ａの延在方向に略垂直になるように形成されることが好ましい。バスバー電極は直
線状でなくてもよく、ジグザグ状等の非直線状であってもよい。バスバー電極が非直線状
である場合も、バスバー電極の延在方向に略垂直になるようにフィンガー電極が形成され
ることが好ましい。「略垂直」とは、フィンガー電極とバスバー電極とのなす角が８５度
以上９５度以下であることを意味する。中でも、フィンガー電極とバスバー電極とのなす
角が９０度、すなわち、フィンガー電極に直交するようにバスバー電極が形成されること
が好ましい。なお、バスバー電極７ｂは必ずしも必要ではなく、集電極７は、フィンガー
電極７ａのみによって構成されていてもよい。
【００２２】
　図２は、他の実施形態に係る太陽電池の模式的平面図である。図２に示すように、集電
極７０は、複数のフィンガー電極７０ａの端部が連結電極７０ｃにより連結されているこ
とが好ましい。このように、フィンガー電極７０ａの端部が連結されていると、連結電極
７０ｃに電気が流れるため、フィンガー電極７０ａの端部に電界が集中することを防止で
きる。また、フィンガー電極７０ａの端部が連結されていると、フィンガー電極７０ａの
一部が断線している場合であっても、連結電極７０ｃを介して他の電極に電気が流れる。
上記の実施形態では、少なくとも１組のフィンガー電極の端部が連結されていればよく、
すべてのフィンガー電極の端部が連結されていることが好ましい。なお、フィンガー電極
７０ａの端部が連結電極７０ｃにより連結されている場合、フィンガー電極７０ａと連結
電極７０ｃとの交差部を、フィンガー電極７０ａの端部とみなす。
【００２３】
［集電極の形成方法］
　図３～図７は、光電変換部５０上へ集電極７を形成する方法の一実施形態を示す工程概
念図である。本実施形態では、まず、光電変換部５０が準備される（光電変換部準備工程
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、図３）。例えば、ヘテロ接合太陽電池の場合、導電型単結晶シリコン基板上に、シリコ
ン系薄膜および透明電極層を備える光電変換部が準備される。
【００２４】
　光電変換部５０の一主面上には、金属シード層７１が形成される（金属シード層形成工
程、図４）。
【００２５】
　本実施形態では、光電変換部５０の一主面のうち、金属シード層７１が形成されていな
い領域（金属シード層非形成領域）上に絶縁層９が形成される（絶縁層形成工程、図５）
。ヘテロ接合太陽電池のように、光電変換部の表面に透明電極層が形成されている場合、
透明電極層上への金属の析出を抑制するために、透明電極層上に絶縁層が形成されること
が好ましい。図５では、金属シード層７１上にも絶縁層９が形成されている。金属シード
層７１上に、めっき法により後述の第１めっき層７２１を形成するためには、金属シード
層７１とめっき液とを導通させる必要がある。そのため、金属シード層７１上の絶縁層９
には、開口９ｈが設けられている。
【００２６】
　金属シード層７１上には、めっき法により第１めっき層７２１が形成される（第１めっ
き層形成工程、図６）。さらに、第１めっき層７２１上に第２めっき層７２２が形成され
る（第２めっき層形成工程、図７）。本実施形態では、金属シード層７１は絶縁層９によ
り被覆されているが、絶縁層９に開口９ｈが形成された部分では、金属シード層７１が露
出した状態である。そのため、金属シード層７１がめっき液に曝されることとなり、この
開口９ｈを起点として金属の析出が可能となる。
【００２７】
　本発明では、相対的に低い電流密度ＤＫ１で第１めっき層７２１が形成された後、相対
的に高い電流密度ＤＫ２で第２めっき層７２２が形成される。金属シード層７１の表面に
第１めっき層７２１を形成することにより、第２めっき層７２２を形成するための下地層
の抵抗を下げることができる。そのため、第２めっき層７２２を形成するために高電流密
度でめっきを行っても、金属シード層７１の一部に電界が集中することを低減でき、めっ
きヤケの発生を抑制することができる。
【００２８】
　前述の特許文献３に記載されているように、めっきを行う際の電流密度を高くするほど
、めっき層を異方的に成長させる、すなわち、幅方向よりも厚み方向にめっき層を成長さ
せることができる。したがって、金属シード層７１に対して高電流密度でめっきを行うこ
とにより、アスペクト比の高い集電極を形成することができると考えられる。しかし、金
属シード層７１に対して高電流密度でめっきが行われると、金属シード層７１の抵抗がめ
っき層７２に比べて高いため、金属シード層７１内の一部、特に、金属シード層７１の端
部に電界が集中しやすい。その結果、電界が集中する箇所では金属の析出量が多くなり、
めっきヤケが発生しやすくなる。
【００２９】
　本発明では、めっき用電極（陽極）からの電界に対し、金属シード層７１の端部が遮蔽
された状態で、少なくとも第２めっき層７２２の形成が行われる。これにより、金属シー
ド層７１の端部に電界が集中することを低減できる。
【００３０】
　以下、各工程について詳細に説明する。
【００３１】
（金属シード層形成工程）
　金属シード層７１は、めっき法によりめっき層が形成される際の導電性下地層として機
能する。金属シード層７１は、複数の層から構成されてもよい。金属シード層７１の材料
は特に限定されず、例えば、銀、銅、アルミニウム等を用いることができる。
【００３２】
　金属シード層７１は、インクジェット法、スクリーン印刷法、スプレー法等の各種印刷
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法または塗布法等によって形成できる。生産性の観点からは、スクリーン印刷法が好まし
い。スクリーン印刷法においては、金属粒子と樹脂バインダーからなる導電性ペーストを
スクリーン印刷によって印刷する工程が好ましく用いられる。
【００３３】
　図１に示したように、フィンガー電極７ａおよびバスバー電極７ｂを含む集電極７を形
成する場合、金属シード層７１として、フィンガー電極７ａを構成するフィンガーシード
層と、バスバー電極７ｂを構成するバスバーシード層とが形成される。
【００３４】
　図２に示したように、複数のフィンガー電極７０ａの端部が連結電極７０ｃにより連結
された集電極７０を形成する場合、端部が連結されたフィンガーシード層が形成される。
上記のとおり、金属シード層の端部への電界の集中を防止する観点からは、複数のフィン
ガーシード層の端部が連結されるように金属シード層を形成することが好ましい。
【００３５】
　金属シード層７１の膜厚ｄ１は、コスト的な観点から、２０μｍ以下が好ましく、１５
μｍ以下がより好ましく、１０μｍ以下がさらに好ましい。一方、ライン抵抗を所望の範
囲とする観点から、金属シード層７１の膜厚ｄ１は、０．５μｍ以上が好ましく、１μｍ
以上がより好ましい。集電極がフィンガー電極およびバスバー電極を含む場合、バスバー
シード層の膜厚は、フィンガーシード層の膜厚と同程度であってもよいし、フィンガーシ
ード層の膜厚より大きくてもよいし、フィンガーシード層の膜厚より小さくてもよい。
【００３６】
　遮光損を低減させる観点から、めっき層形成後の集電極の幅はできる限り小さいことが
好ましい。金属シード層７１の幅Ｗ１を小さくすることで、めっき層形成後の集電極７の
幅Ｗを小さくすることができる。以上より、金属シード層７１の幅Ｗ１は、５～２００μ
ｍが好ましく、３０～１００μｍがより好ましい。集電極がフィンガー電極およびバスバ
ー電極を含む場合、フィンガーシード層の幅が上記の範囲であることが好ましい。
【００３７】
（第１めっき層形成工程）
　第１めっき層７２１は、金属シード層７１を起点として、めっき法により形成される。
第１めっき層７２１として析出させる金属は、めっき法で形成できる材料であれば特に限
定されず、例えば、銅、ニッケル、錫、アルミニウム、クロム、銀、金、亜鉛、鉛、パラ
ジウム等、あるいはこれらの混合物を用いることができる。
【００３８】
　図８は、めっき層の形成に用いられるめっき装置の概念図である。光電変換部５０上に
金属シード層７１が形成された基板１２と、陽極１３とが、めっき槽１１中のめっき液１
６に浸されている。陽極１３は、光電変換部５０上の金属シード層７１と対向するように
配置されている。基板１２上の金属シード層７１は、基板ホルダ１４を介して電源１５と
接続されている。基板１２と陽極１３との間には、絶縁性の遮蔽板２０が配置されている
。
【００３９】
　陽極１３と基板１２との間に電圧を印加することにより、金属シード層７１上に金属を
析出させることができる。この際、陽極１３からの電界は、金属シード層７１の端部に集
中する傾向があり、印加電圧が高くなるほど、その傾向は顕著となる。そこで、基板１２
と陽極１３との間に遮蔽板２０を配置し、陽極１３からの電界に対して金属シード層７１
の端部を遮蔽することにより、金属シード層７１の端部に電界が集中することを低減でき
る。
【００４０】
　図９は、金属シード層の端部が遮蔽された状態の一例を示す模式的平面図である。図９
は、光電変換部５０（基板１２）と陽極１３とが対向する方向における、陽極１３側から
の平面図を示している。図９に示す例では、光電変換部５０の主面法線上に遮蔽板２０が
配置されている。具体的には、光電変換部と陽極とが対向する方向において、フィンガー
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シード層７１ａの端部およびバスバーシード層７１ｂの端部を覆うように遮蔽板２０が配
置されている。
【００４１】
　本発明では、フィンガーシード層の少なくとも端部が遮蔽されればよく、フィンガーシ
ード層の端部以外は、遮蔽されてもよいし、遮蔽されなくてもよい。また、バスバーシー
ド層の端部は、遮蔽されてもよいし、遮蔽されなくてもよい。例えば、６インチ角のシリ
コンウェハを用いて太陽電池を製造する場合、主面の端縁から５ｍｍ～４０ｍｍ程度の領
域が遮蔽されてもよい。
【００４２】
　端部が連結されたフィンガーシード層を形成する場合、フィンガーシード層の端部に加
えて、フィンガーシード層の端部を連結する金属シード層も遮蔽されることが好ましい。
【００４３】
　フィンガーシード層の少なくとも端部が遮蔽される限り、遮蔽板の形状や大きさは特に
限定されない。また、遮蔽板に開口が設けられる場合、開口の形状も特に限定されない。
遮蔽板の材質は、絶縁性の材料であれば特に限定されないが、めっき液に対して安定であ
ることが好ましく、例えば、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ポリエチレン、アクリル
系樹脂、フッ素系樹脂等を用いることができる。
【００４４】
　遮蔽板２０は、基板１２と陽極１３との間に配置される限り、基板１２（金属シード層
７１）と接触してもよいし、接触しなくてもよいが、基板１２の破損を防ぐ観点から、遮
蔽板２０は基板１２と接触しないことが好ましい。基板１２と陽極１３との間に遮蔽板２
０を配置する位置は特に限定されないが、基板１２から遠すぎると十分な遮蔽効果が得ら
れず、遮蔽板２０が基板１２に接触すると基板１２が破損するおそれがある。そのため、
遮蔽板２０と基板１２（金属シード層７１）との距離（図８中、Ｌで表される距離）は、
０．５～５ｃｍ程度が好ましい。
【００４５】
　めっき装置を用いてめっきを行う際、電極端子を金属シード層に接触させる必要がある
。集電極がフィンガー電極およびバスバー電極を含む場合、フィンガーシード層およびバ
スバーシード層の一方または両方に給電を行うことによりめっきを行うことができるが、
少なくともバスバーシード層に給電を行うことによりめっきを行うことが好ましい。バス
バーシード層に給電を行うことにより、バスバーシード層上にめっき層を形成できるだけ
でなく、フィンガーシード層上にもめっき層を形成できる。
【００４６】
　金属シード層と接触する電極端子（給電点）との距離が近い箇所ほどめっき層の膜厚は
大きくなり、給電点との距離が遠い箇所ほどめっき層の膜厚は小さくなる傾向がある。そ
のため、均一な膜厚のめっき層を形成する観点からは、金属シード層上に複数の給電点を
配置することが好ましい。集電極がフィンガー電極およびバスバー電極を含む場合、各バ
スバーシード層上に複数の給電点を配置することが好ましい。バスバーシード層上に配置
する給電点が多すぎるとめっき層が形成されない箇所が多くなるため、各バスバーシード
層上に、２～５個の給電点を配置することが好ましい。
【００４７】
　各バスバーシード層上に複数の給電点を配置する場合、給電点間の距離が均等になるよ
うに給電点を配置することが好ましい。この場合、図１０に示すように、各バスバーシー
ド層７１ｂの両端部に給電点１７が配置されていてもよいし、図１１（ａ）および図１１
（ｂ）に示すように、給電点１７間の距離が均等になるように、各バスバーシード７１ｂ
層の等分点上に給電点１７が配置されていてもよい。図１１（ａ）に示す例では、２個の
給電点１７間の距離が均等になるように、各バスバーシード７１ｂ層の４等分点のうちの
２点上に給電点１７が配置されており、図１１（ｂ）に示す例では、３個の給電点１７間
の距離が均等になるように、各バスバーシード７１ｂ層の６等分点のうちの３点上に給電
点１７が配置されている。上記のとおり、給電点との距離が遠い箇所ほどめっき層の膜厚
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は小さくなる傾向がある。例えば、図１０に示すように各バスバーシード層の両端部に２
個の給電点を配置する場合、給電点から最も遠い箇所までの距離は、バスバーシード層の
長さの１／２である。一方、図１１（ａ）に示すように各バスバーシード層の４等分点の
うちの２点上に給電点を配置する場合、給電点から最も遠い箇所までの距離は、バスバー
シード層の長さの１／４である。このように、給電点との距離を小さくでき、めっき層の
膜厚を均一にできる点から、各バスバーシード層の等分点上に複数の給電点が配置される
ことが好ましい。
【００４８】
　第１めっき層形成工程では、第１めっき層７２１を等方的に成長させることが好ましい
。つまり、第１めっき層７２１を、厚み方向および幅方向に同程度成長させることが好ま
しい。そのため、第１めっき層７２１の断面形状は、上部が湾曲した形状となることが好
ましい。
【００４９】
　第１めっき層７２１を形成する際の電流密度ＤＫ１は、第２めっき層７２２を形成する
際の電流密度ＤＫ２より小さければ特に限定されない。めっきヤケの発生を抑制する観点
から、電流密度ＤＫ１は、１２Ａ／ｄｍ２以下が好ましく、１０Ａ／ｄｍ２以下がより好
ましい。一方、金属の析出速度を大きくする観点から、電流密度ＤＫ１は、１Ａ／ｄｍ２

以上が好ましく、３Ａ／ｄｍ２以上がより好ましい。
【００５０】
　第１めっき層形成工程におけるめっき時間は、集電極の面積、電流密度、陰極電流効率
、設定膜厚等に応じて適宜設定されるが、例えば、１０～６０秒間程度とすることができ
る。
【００５１】
　第１めっき層形成工程におけるめっき液の温度は、例えば、２０～４０℃程度とするこ
とができる。
【００５２】
（第２めっき層形成工程）
　第２めっき層形成工程では、第１めっき層を形成するために使用しためっき液１６に基
板１２を浸した状態のまま、第１めっき層７２１を形成する際の電流密度よりも高い電流
密度でめっきが行われる。これにより、第２めっき層７２２を異方的に成長させることが
できる。
【００５３】
　高電流密度でめっきを行うことにより、めっき層が異方的に成長するメカニズムの詳細
は明らかではないが、例えば、以下のように推定される。図６において、第１めっき層７
２１の頂部は、陽極との距離が近いのに対して、第１めっき層７２１の底部（光電変換部
５０付近）は、陽極から離れている。そのため、第２めっき層形成工程の初期段階では、
めっき層の底部に比べて頂部に電界が集中しやすく、底部付近よりも頂部付近から先にめ
っき層が成長する。ここで、第２めっき層形成工程では第１めっき層形成工程よりも高い
電流密度でめっきが行われるため、めっき層を形成するための金属イオンの消費速度が大
きい。したがって、第２めっき層形成工程では、めっき層の頂部付近に存在するめっき液
中の金属イオン濃度が急速に低下し、金属イオン濃度の低下を補填するように、頂部の周
囲に存在するめっき液中の金属イオンがめっき層の頂部に向かって移動する。これにより
、頂部付近においては、めっき層がさらに成長し、以後、金属イオンの消費と、周囲から
の金属イオンの補填が繰り返される。一方、めっき層の底部付近においては、金属イオン
が供給されにくく、金属イオン濃度は低いままの状態となる。その結果、めっき層の頂部
付近における成長が促進され、底部付近における成長が抑制される。以上より、図７に示
すように、第２めっき層７２２は、幅方向よりも厚み方向に成長すると考えられる。
【００５４】
　第２めっき層７２２を形成する際の電流密度ＤＫ２は、第１めっき層７２１を形成する
際の電流密度ＤＫ１より大きく、４０Ａ／ｄｍ２未満であれば特に限定されない。めっき



(10) JP 6502147 B2 2019.4.17

10

20

30

40

50

ヤケの発生を抑制する観点から、電流密度ＤＫ２は、３８Ａ／ｄｍ２以下が好ましく、３
５Ａ／ｄｍ２以下がより好ましく、３２Ａ／ｄｍ２以下がさらに好ましい。一方、めっき
層を異方的に成長させる観点から、電流密度ＤＫ２は、１５Ａ／ｄｍ２以上が好ましく、
１７Ａ／ｄｍ２以上がより好ましく、１８Ａ／ｄｍ２以上がさらに好ましい。
【００５５】
　第２めっき層形成工程におけるめっき時間は、集電極の面積、電流密度、陰極電流効率
、設定膜厚等に応じて適宜設定されるが、例えば、１００～３００秒間程度とすることが
できる。
【００５６】
　第２めっき層形成工程におけるめっき液の温度は、例えば、２０～４０℃程度とするこ
とができる。
【００５７】
　第１めっき層形成工程から第２めっき層形成工程への移行時には、陽極１３と基板１２
との間に印加する電圧を低電圧から高電圧に瞬間的に切り替えることが好ましい。これに
より、めっき層の幅方向への成長を抑制することが可能となる。
【００５８】
　上記の例では、フィンガーシード層７１ａの端部が遮蔽された状態で、第１めっき層７
２１および第２めっき層７２２の形成が行われる場合について説明したが、金属シード層
７１の端部の遮蔽は、第１めっき層７２１を形成する際には行われなくてもよく、少なく
とも第２めっき層７２２を形成する際に行われればよい。上記のとおり、第１めっき層形
成工程から第２めっき層形成工程への移行時には、陽極１３と基板１２との間に印加する
電圧を低電圧から高電圧に瞬間的に切り替えることが好ましいため、予めフィンガーシー
ド層７１ａの端部が遮蔽された状態で第１めっき層７２１を形成し、その状態で第２めっ
き層７２２を形成することが好ましい。
【００５９】
　第１めっき層および第２めっき層を形成するために用いられるめっき液の組成は、特に
限定されない。例えば、銅めっきの場合、めっき液として、硫酸銅、硫酸、および水を主
成分とする公知の組成の酸性銅めっき液を使用することができる。めっき液には、添加剤
が添加されていてもよい。添加剤としては、例えば、析出を促進するための促進剤、均一
な膜厚となるように析出を抑制するための抑制剤、部分的に析出を抑制し、表面を平滑化
するための平滑剤、めっき層に光沢を与えるための光沢剤等が挙げられる。
【００６０】
（絶縁層形成工程）
　図５に示す例では、金属シード層７１上および金属シード層非形成領域上に絶縁層９が
形成される。上述のとおり、ヘテロ接合太陽電池のように、光電変換部の表面に透明電極
層が形成されている場合、透明電極層上への金属の析出を抑制するために、透明電極層上
に絶縁層が形成されることが好ましい。
【００６１】
　絶縁層の材料は、無機絶縁性材料でも、有機絶縁性材料でもよい。無機絶縁性材料とし
ては、例えば、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化マグ
ネシウム、酸化亜鉛等の材料を用いることができる。有機絶縁性材料としては、例えば、
ポリエステル、エチレン酢酸ビニル共重合体、アクリル、エポキシ、ポリウレタン等の材
料を用いることができる。中でも、無機絶縁性材料が好ましく、酸化シリコンまたは窒化
シリコンがより好ましく、酸化シリコンが特に好ましい。
【００６２】
　絶縁層は、公知の方法を用いて形成できる。例えば、酸化シリコンや窒化シリコン等の
無機絶縁性材料の場合は、プラズマＣＶＤ法、スパッタ法等の乾式法が好ましく用いられ
る。また、有機絶縁性材料の場合は、スピンコート法、スクリーン印刷法等の湿式法が好
ましく用いられる。中でも、緻密な構造の膜を形成する観点から、絶縁層はプラズマＣＶ
Ｄ法で形成されることが好ましい。また、例えば、示すヘテロ接合太陽電池のように、光



(11) JP 6502147 B2 2019.4.17

10

20

30

40

50

電変換部の表面にテクスチャ構造（凹凸構造）を有する場合、テクスチャの凹部や凸部に
も精度よく膜形成できる観点からも、絶縁層はプラズマＣＶＤ法により形成されることが
好ましい。
【００６３】
　絶縁層の膜厚は、絶縁層の材料や形成方法に応じて適宜設定することができ、１０００
ｎｍ以下が好ましく、５００ｎｍ以下がより好ましい。また、金属シード層非形成領域に
おける絶縁層の光学特性や膜厚を適宜設定することで、光反射特性を改善し、太陽電池内
部へ導入される光量を増加させ、変換効率をより向上させることが可能となる。このよう
に絶縁層に好適な反射防止特性を付与する観点から、金属シード層非形成領域上の絶縁層
９の膜厚ｄ０は３０ｎｍ～２５０ｎｍであることが好ましく、５０ｎｍ～２５０ｎｍであ
ることがより好ましい。なお、金属シード層上の絶縁層の膜厚と金属シード層非形成領域
上の絶縁層の膜厚は異なっていてもよい。
【００６４】
　金属シード層７１上に、めっき法により第１めっき層７２１を形成するためには、金属
シード層とめっき液とを導通させる必要がある。そのため、金属シード層７１上の絶縁層
９には、開口９ｈを設ける必要がある。絶縁層に開口を形成する方法としては、レジスト
を用いて絶縁層をパターニングする方法が挙げられる。また、レーザー照射、機械的な孔
あけ、化学エッチング等の方法により、絶縁層に開口を形成してもよい。
【００６５】
　上記の他に、絶縁層の開口を介してめっき層を形成する方法として、下記の技術等を採
用できる。
　透明電極層上に絶縁層を形成後、絶縁層を貫通する溝を設けて透明電極層の表面または
側面を露出させ、透明電極層の露出面に光めっき等により金属シード層を析出させた後、
この金属シード層を起点としてめっきによりめっき層を形成する（特開２０１１－１９９
０４５号参照）。
　凹凸を有する金属シード層上に、絶縁層を形成することにより、絶縁層が不連続となる
ため、開口が形成される。この開口を起点としてめっきによりめっき層を形成する（ＷＯ
２０１１／０４５２８７号）。
　低融点材料を含有する金属シード層上に絶縁層を形成後、または絶縁層形成時に、加熱
により低融点材料を熱流動させて、金属シード層上の絶縁層に開口を形成し、この開口を
起点としてめっきによりめっき層を形成する（ＷＯ２０１３／０７７０３８号）。
　絶縁層として自己組織化単分子膜を形成後、金属シード層上の自己組織化単分子膜が剥
離除去されることにより、絶縁層に開口が形成される（金属シード層が露出した状態とな
る）。露出した金属シード層を起点としてめっきによりめっき層を形成する。透明電極層
上には自己組織化単分子膜が形成されているため、透明電極層上へのめっき層の析出が抑
制される（ＷＯ２０１４／０９７８２９号）。
【００６６】
　これらの方法によれば、レジストを用いる必要がないため、材料コストおよびプロセス
コスト面でより有利である。また、低抵抗の金属シード層を設けることにより、透明電極
層と集電極との間の接触抵抗を低下させることができる。
【００６７】
　第１めっき層形成工程および第２めっき層形成工程を経て、図７に示すように、金属シ
ード層７１上に、第１めっき層７２１および第２めっき層７２２を含むめっき層７２を形
成することができる。以上より、光電変換部５０の一主面上に、金属シード層７１および
めっき層７２を含む集電極７を形成することができる。このように形成される集電極７は
、膜厚が均一であり、かつ、アスペクト比が高い。金属シード層７１の幅および膜厚をそ
れぞれＷ１およびｄ１、めっき層７２の幅および膜厚をそれぞれＷ２およびｄ２としたと
き、Ｗ２－Ｗ１＜２×ｄ２を満たすことが好ましい。なお、めっき層７２の膜厚ｄ２は、
金属シード層７１の頂部とめっき層７２の頂部との間の距離を意味する。
【００６８】
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　めっき層７２の膜厚ｄ２は、５～３０μｍが好ましく、１０～２０μｍがより好ましい
。また、めっき層７２の幅Ｗ２は、１０～２２０μｍが好ましく、３５～１２０μｍがよ
り好ましく、４０～１００μｍがさらに好ましい。
【００６９】
　さらに、金属シード層非形成領域上に絶縁層９が形成される場合、金属シード層非形成
領域上の絶縁層９の膜厚をｄ０としたとき、１００×ｄ０＜ｄ１＋ｄ２を満たすことが好
ましい。
【００７０】
（その他の工程）
　第２めっき層を形成した後、第１めっき層および第２めっき層を形成するために使用し
ためっき液１６に基板１２を浸した状態のまま、第２めっき層７２２を形成する際の電流
密度よりも高い電流密度で段階的にめっきが行われてもよい。その場合、電流密度の切り
替えは、陽極１３と基板１２との間に印加する電圧を低電圧から高電圧に瞬間的に切り替
えることが好ましい。また、第２めっき層を形成した後、第１めっき層および第２めっき
層を形成するために使用しためっき液１６に基板１２を浸した状態のまま、第２めっき層
７２２を形成する際の電流密度よりも低い電流密度でめっきが行われてもよい。
【００７１】
　さらに、第１めっき層および第２めっき層を形成するために使用しためっき液と異なる
めっき液に基板を浸し、第１めっき層および第２めっき層と異なる金属からなるめっき層
が形成されてもよい。例えば、銅等の導電率の高い材料からなるめっき層を金属シード層
上に形成した後、錫等の化学的安定性に優れる材料からなるめっき層を形成することによ
り、低抵抗かつ化学的安定性に優れた集電極を形成することができる。複数種類の金属か
らなるめっき層を形成する場合、すべての金属について上述した第１めっき層形成工程お
よび第２めっき層形成工程を行う必要はなく、金属シード層上に形成するめっき層以外は
、従来のめっき法により形成されてもよい。
【００７２】
　めっき層を形成した後には、めっき液除去工程を設けて、光電変換部の表面に残留した
めっき液を除去することが好ましい。また、めっき層を形成した後には、絶縁層除去工程
が行われてもよい。
【００７３】
［太陽電池］
　以下、ヘテロ接合太陽電池を例として、太陽電池の構成をより詳細に説明する。ヘテロ
接合太陽電池は、導電型の単結晶シリコン基板の表面に、単結晶シリコンとはバンドギャ
ップの異なるシリコン系薄膜を有することで、拡散電位が形成された結晶シリコン太陽電
池である。シリコン系薄膜としては非晶質のものが好ましい。中でも、拡散電位を形成す
るための導電型非晶質シリコン系薄膜と単結晶シリコン基板との間に、薄い真性の非晶質
シリコン層を介在させたものは、変換効率の最も高い結晶シリコン太陽電池の形態の一つ
として知られている。
【００７４】
　図１２は、一実施形態に係るヘテロ接合太陽電池の模式的断面図である。図１２に示す
太陽電池１０１は、光電変換部５０として、基板１の一方の面（光入射側の面、受光面）
に、導電型シリコン系薄膜３ａおよび透明電極層６ａをこの順に有し、基板１の他方の面
（光入射側と反対側の面、裏面）に、導電型シリコン系薄膜３ｂおよび透明電極層６ｂを
この順に有する。太陽電池１０１は、基板１と導電型シリコン系薄膜３ａ，３ｂとの間に
は、それぞれ真性シリコン系薄膜２ａ，２ｂを有することが好ましい。
【００７５】
　光入射側の透明電極層６ａ上には、金属シード層７１およびめっき層７２を含む集電極
７が形成されている。裏面側の透明電極層６ｂ上には、裏面電極８が形成されている。図
２に示す例では、金属シード層７１が形成されていない透明電極層６ａ上には、絶縁層９
が形成されており、金属シード層７１とめっき層７２との間にも、開口９ｈを有する絶縁
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部９が形成されている。
【００７６】
　単結晶シリコン基板１の導電型は、ｎ型でもｐ型でもよい。正孔と電子とを比較した場
合、電子の方が移動度が大きいため、シリコン基板１がｎ型単結晶シリコン基板である場
合は、特に変換特性が高い。シリコン基板１は、少なくとも第一主面側、好ましくは両面
にテクスチャを有する。テクスチャは、例えば、異方性エッチング技術を用いて形成され
る。異方性エッチングにより形成されたテクスチャは、四角錘状の凹凸構造を有する。
【００７７】
　単結晶シリコン基板１と導電型シリコン系薄膜３ａ，３ｂとの間に、真性シリコン系薄
膜２ａ，２ｂが設けられていることが好ましい。単結晶シリコン基板の表面に真性シリコ
ン系薄膜が設けられることにより、単結晶シリコン基板への不純物の拡散を抑えつつ表面
パッシベーションを有効に行うことができる。単結晶シリコン基板１の表面パッシベーシ
ョンを有効に行うために、真性シリコン系薄膜２ａ，２ｂは、真性非晶質シリコン薄膜が
好ましい。
【００７８】
　上記真性シリコン系薄膜２ａ，２ｂの製膜方法としては、プラズマＣＶＤ法が好ましい
。プラズマＣＶＤ法による真性シリコン系薄膜の製膜条件としては、基板温度１００～３
００℃、圧力２０～２６００Ｐａ、高周波パワー密度０．００４～０．８Ｗ／ｃｍ２が好
ましく用いられる。シリコン系薄膜の形成に使用される原料ガスとしては、ＳｉＨ４、Ｓ
ｉ２Ｈ６等のシリコン含有ガスとＨ２との混合ガスが好ましく用いられる。
【００７９】
　導電型シリコン系薄膜３ａ，３ｂの導電型は、いずれか一方がｐ型であり、他方がｎ型
である。ｐ型またはｎ型の導電型シリコン系薄膜３ａ，３ｂとしては、非晶質シリコン、
微結晶シリコン（非晶質シリコンと結晶質シリコンを含む材料）や、非晶質シリコン合金
、微結晶シリコン合金等が用いられる。シリコン合金としては、シリコンオキサイド、シ
リコンカーバイド、シリコンナイトライド、シリコンゲルマニウム等が挙げられる。これ
らの中でも、導電型シリコン系薄膜は、非晶質シリコン薄膜であることが好ましい。
【００８０】
　導電型シリコン系薄膜３ａ，３ｂも、真性シリコン系薄膜２ａ，２ｂと同様に、プラズ
マＣＶＤ法により製膜されることが好ましい。導電型シリコン系薄膜の製膜時には、導電
型（ｎ型またはｐ型）を調整するためのドーパントガスとして、ＰＨ３やＢ２Ｈ６等が用
いられる。導電型決定不純物の添加量は微量でよいため、予めＳｉＨ４やＨ２で希釈され
たドーパントガスを用いることが好ましい。導電型シリコン系薄膜の製膜時に、ＣＯ２、
ＣＨ４、ＮＨ３、ＧｅＨ４等の異種元素を含むガスを添加すれすることにより、シリコン
系薄膜を合金化して、エネルギーギャップを変更することもできる。
【００８１】
　導電型シリコン系薄膜３ａ，３ｂ上には、それぞれ透明電極層６ａ，６ｂが形成される
。透明電極層６ａ，６ｂは、導電性酸化物を主成分とすることが好ましい。導電性酸化物
としては、例えば、酸化亜鉛や酸化インジウム、酸化錫等を単独で、あるいは複合酸化物
として用いることができる。導電性、光学特性、および長期信頼性の観点から、インジウ
ム系酸化物が好ましく、中でも酸化インジウム錫（ＩＴＯ）を主成分とするものがより好
ましく用いられる。透明電極層６ａ，６ｂの膜厚は、透明性、導電性、および光反射低減
の観点から、１０ｎｍ以上１４０ｎｍ以下であることが好ましい。
【００８２】
　これらの透明電極層は、ドライプロセス（ＣＶＤ法や、スパッタ法、イオンプレーティ
ング法等のＰＶＤ法）により製膜される。インジウム系酸化物を主成分とする透明電極層
の製膜には、スパッタ法やイオンプレーティング法等のＰＶＤ法が好ましい。
【００８３】
　ヘテロ接合太陽電池では、光生成キャリアを有効に取り出すために、透明電極層６ａ，
６ｂ上に、金属集電極が形成される。
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【００８４】
　光入射側の集電極７は、所定のパターン状に形成される。集電極７は、これまでに説明
した方法により形成することができる。上記のとおり、金属シード層７１の幅および膜厚
をそれぞれＷ１およびｄ１、めっき層７２の幅および膜厚をそれぞれＷ２およびｄ２とし
たとき、Ｗ２－Ｗ１＜２×ｄ２を満たすことが好ましい。また、金属シード層非形成領域
上に絶縁層９が形成される場合、金属シード層非形成領域上の絶縁層９の膜厚をｄ０とし
たとき、１００×ｄ０＜ｄ１＋ｄ２を満たすことが好ましい。
【００８５】
　裏面側の裏面電極８は、パターン状でもよく、透明電極層上の略全面に形成されていて
もよい。裏面電極８を形成する方法としては、各種ＰＶＤ法やＣＶＤ法等のドライプロセ
ス、ペーストの塗布、めっき法等が挙げられる。裏面電極８としては、近赤外から赤外域
の波長領域の光の反射率が高く、かつ導電性や化学的安定性が高い材料を用いることが望
ましい。このような特性を満たす材料としては、銀、銅、アルミニウム等が挙げられる。
【００８６】
　以上、ヘテロ接合太陽電池の光入射側に集電極７が設けられる場合を中心に説明したが
、裏面側にも同様の集電極が形成されてもよい。ヘテロ接合太陽電池のように単結晶シリ
コン基板を用いた太陽電池は、電流量が大きいため、一般に、透明電極層／集電極間の接
触抵抗の損失による発電ロスが顕著となる傾向がある。これに対して、本発明では、金属
シード層とめっき層を含む集電極は、透明電極層との接触抵抗が低いため、接触抵抗に起
因する発電ロスを低減することが可能となる。
【００８７】
　また、本発明は、ヘテロ接合太陽電池以外の結晶シリコン太陽電池や、ＧａＡｓ等のシ
リコン以外の半導体基板が用いられる太陽電池、非晶質シリコン系薄膜や結晶質シリコン
系薄膜のｐｉｎ接合あるいはｐｎ接合上に透明電極層が形成されたシリコン系薄膜太陽電
池や、ＣＩＳ，ＣＩＧＳ等の化合物半導体太陽電池、色素増感太陽電池や有機薄膜（導電
性ポリマー）等の有機薄膜太陽電池のような各種の太陽電池に適用可能である。
【００８８】
　結晶シリコン太陽電池としては、一導電型（例えばｐ型）結晶シリコン基板の一主面上
に逆導電型（例えばｎ型）の拡散層を有し、拡散層上に上記集電極を有する構成が挙げら
れる。このような結晶シリコン太陽電池は、一導電型層の裏面側にｐ＋層等の導電型層を
備えるのが一般的である。シリコン系薄膜太陽電池としては、例えば、ｐ型薄膜とｎ型薄
膜との間に非晶質の真性（ｉ型）シリコン薄膜を有する非晶質シリコン系薄膜太陽電池や
、ｐ型薄膜とｎ型薄膜との間に結晶質の真性シリコン薄膜を有する結晶質シリコン系半導
体太陽電池が挙げられる。また、複数のｐｉｎ接合が積層されたタンデム型の薄膜太陽電
池も好適である。
【００８９】
　本発明の太陽電池は、実用に供するに際して、封止材により封止して、モジュール化さ
れることが好ましい。太陽電池のモジュール化は、適宜の方法により行われる。例えば、
集電極にタブ等のインターコネクタを介してバスバー電極が接続されることによって、複
数の太陽電池が直列または並列に接続され、封止材およびガラス板により封止されること
によりモジュール化が行われる。
【実施例】
【００９０】
　以下、ヘテロ接合太陽電池に関する実施例を挙げて、本発明を具体的に説明する。なお
、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。
【００９１】
（実施例１）
　実施例１のヘテロ接合太陽電池を、以下のように製造した。一導電型単結晶シリコン基
板として、入射面の面方位が（１００）で、大きさが１５６ｍｍ角、厚みが２００μｍの
ｎ型単結晶シリコンウェハを用い、このシリコンウェハを２重量％のＨＦ水溶液に３分間
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浸漬し、表面の酸化シリコン膜が除去された後、超純水によるリンスが２回行われた。こ
のシリコン基板を、７０℃に保持された５／１５重量％のＫＯＨ／イソプロピルアルコー
ル水溶液に１５分間浸漬し、ウェハの表面をエッチングすることでテクスチャが形成され
た。その後に超純水によるリンスが２回行われた。原子間力顕微鏡（ＡＦＭ　パシフィッ
クナノテクノロジー社製）により、ウェハの表面観察を行ったところ、ウェハの表面はエ
ッチングが進行しており、（１１１）面が露出したピラミッド型のテクスチャが形成され
ていた。
【００９２】
　エッチング後のウェハがＣＶＤ装置へ導入され、その光入射側に、真性シリコン系薄膜
２ａとしてｉ型非晶質シリコンが５ｎｍの膜厚で製膜された。ｉ型非晶質シリコンの製膜
条件は、基板温度：１７０℃、圧力：１００Ｐａ、ＳｉＨ４／Ｈ２流量比：３／１０、投
入パワー密度：０．０１１Ｗ／ｃｍ２であった。なお、本実施例における薄膜の膜厚は、
ガラス基板上に同条件にて製膜された薄膜の膜厚を、分光エリプソメーター（商品名Ｍ２
０００、ジェー・エー・ウーラム社製）にて測定することにより求められた製膜速度から
算出された値である。
【００９３】
　ｉ型非晶質シリコン層２ａ上に、逆導電型シリコン系薄膜３ａとしてｐ型非晶質シリコ
ンが７ｎｍの膜厚で製膜された。ｐ型非晶質シリコン層３ａの製膜条件は、基板温度が１
７０℃、圧力６０Ｐａ、ＳｉＨ４／Ｂ２Ｈ６流量比が１／３、投入パワー密度が０．０１
Ｗ／ｃｍ２であった。なお、上記でいうＢ２Ｈ６ガス流量は、Ｈ２によりＢ２Ｈ６濃度が
５０００ｐｐｍまで希釈された希釈ガスの流量である。
【００９４】
　次に、ウェハの裏面側に、真性シリコン系薄膜２ｂとしてｉ型非晶質シリコン層が６ｎ
ｍの膜厚で製膜された。ｉ型非晶質シリコン層２ｂの製膜条件は、上記のｉ型非晶質シリ
コン層２ａの製膜条件と同様であった。ｉ型非晶質シリコン層２ｂ上に、一導電型シリコ
ン系薄膜３ｂとしてｎ型非晶質シリコン層が４ｎｍの膜厚で製膜された。ｎ型非晶質シリ
コン層３ｂの製膜条件は、基板温度：１７０℃、圧力：６０Ｐａ、ＳｉＨ４／ＰＨ３流量
比：１／２、投入パワー密度：０．０１Ｗ／ｃｍ２であった。なお、上記でいうＰＨ３ガ
ス流量は、Ｈ２によりＰＨ３濃度が５０００ｐｐｍまで希釈された希釈ガスの流量である
。
【００９５】
　導電型シリコン系薄膜３ａおよび３ｂ上に透明電極層６ａおよび６ｂとして、各々酸化
インジウム錫（ＩＴＯ、屈折率：１．９）が１００ｎｍの膜厚で製膜された。ターゲット
として酸化インジウムを用い、基板温度：室温、圧力：０．２Ｐａのアルゴン雰囲気中で
、０．５Ｗ／ｃｍ２のパワー密度を印加して透明電極層の製膜が行われた。裏面側の透明
電極層６ｂ上には、裏面金属電極８として、スパッタ法により銀が５００ｎｍの膜厚で形
成された。光入射側の透明電極層６ａ上には、金属シード層７１およびめっき層７２を有
する集電極７が以下のように形成された。金属シード層７１およびめっき層７２の形成に
は、前述のＷＯ２０１３／０７７０３８号に記載されている低融点材料を用いる方法を採
用した。
【００９６】
　金属シード層７１の形成には、導電性材料として低融点材料（粒径ＤＬ＝０．３～０．
７μｍの銀微粒子）を含み、さらにバインダー樹脂としてエポキシ系樹脂を含む印刷ペー
スト（粘度＝８０Ｐａ・ｓ）が用いられた。この印刷ペーストを、集電極パターンに対応
する開口幅（Ｌ＝６０μｍ）を有する＃２３０メッシュのスクリーン版を用いて、スクリ
ーン印刷し、１３０℃で乾燥が行われた。
【００９７】
　金属シード層７１が形成されたウェハが、ＣＶＤ装置に投入され、絶縁層９として酸化
シリコン層（屈折率：１．７～１．９）が、プラズマＣＶＤ法により１００ｎｍの厚みで
光入射面側に形成された。
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【００９８】
　絶縁層９の製膜条件は、基板温度：１３５℃、圧力１３３Ｐａ、ＳｉＨ４／ＣＯ２流量
比：１／２０、投入パワー密度：０．０５Ｗ／ｃｍ２（周波数１３．５６ＭＨｚ）であっ
た。絶縁層形成後のウェハが熱風循環型オーブンに導入され、大気雰囲気において、１８
０℃で２０分間、アニール処理が実施された。
【００９９】
　以上のようにアニール処理までが行われた基板１２が、図８に示すように、めっき槽１
１に投入された。基板１２と陽極１３との間には、ポリ塩化ビニル製の遮蔽板２０（厚み
　　ｍｍ）が配置された。遮蔽板２０には１００ｍｍ角の開口が形成されており、基板１
２と遮蔽板２０との間の距離Ｌは約１ｃｍとした。遮蔽板２０により、シリコンウェハの
全周縁を絶縁した。
【０１００】
　めっき液１６には、硫酸銅五水和物、硫酸、および塩化ナトリウムが、それぞれ１２０
ｇ／ｌ、１３０ｇ／ｌ、および７０ｍｇ／ｌの濃度となるように調製された溶液に、添加
剤として促進剤、抑制剤、平滑剤および光沢剤が添加されたものが用いられた。
【０１０１】
　図１３は、めっき時間と電流密度の関係を示すグラフである。上記めっき液を用いて、
温度４０℃、電流密度６．６Ａ／ｄｍ２の条件で第１めっき層形成工程を３０秒間行った
後、瞬時に電圧を変更し、温度４０℃、電流密度２３Ａ／ｄｍ２条件で第２めっき層形成
工程を２１０秒間行った。これにより、金属シード層７１上に、１０μｍ程度の厚みでめ
っき層７２として銅が析出した。金属シード層７１が形成されていない領域への銅の析出
はほとんど見られなかった。
【０１０２】
　その後、レーザー加工機によりセル外周部のシリコンウェハが０．５ｍｍの幅で除去さ
れ、ヘテロ接合太陽電池が作製された。
【０１０３】
（実施例２）
　温度４０℃、電流密度６．６Ａ／ｄｍ２の条件で第１めっき層形成工程を３０秒間行っ
た後、瞬時に電圧を変更し、温度４０℃、電流密度３５Ａ／ｄｍ２条件で第２めっき層形
成工程を１２０秒間行った。第２めっき層を形成する条件が変更された点を除いて、実施
例１と同様にしてヘテロ接合太陽電池が作製された。
【０１０４】
（比較例１）
　温度４０℃、電流密度６．６Ａ／ｄｍ２の条件で第１めっき層形成工程を３０秒間行っ
た後、瞬時に電圧を変更し、温度４０℃、電流密度４４Ａ／ｄｍ２条件で第２めっき層形
成工程を８５秒間行った。第２めっき層を形成する条件が変更された点を除いて、実施例
１と同様にしてヘテロ接合太陽電池が作製された。
【０１０５】
（比較例２）
　第１めっき層形成工程を行うことなく、温度４０℃、電流密度２３Ａ／ｄｍ２条件で第
２めっき層形成工程を２１０秒間行った。第１めっき層形成工程が行われなかった点を除
いて、実施例１と同様にしてヘテロ接合太陽電池が作製された。
【０１０６】
（比較例３）
　第１めっき層形成工程を行うことなく、温度４０℃、電流密度３５Ａ／ｄｍ２条件で第
２めっき層形成工程を１２０秒間行った。第１めっき層形成工程が行われなかった点を除
いて、実施例２と同様にしてヘテロ接合太陽電池が作製された。
【０１０７】
　各実施例および比較例のフィンガー電極について、光学顕微鏡（ＯＬＳ３０００、オリ
ンパス社製）を用いて各フィンガー電極の中央部および端部を観察した。図１４は、各実
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施例および比較例に係るフィンガー電極の表面を示す光学顕微鏡写真である。図１４では
、紙面の上下方向が電極の幅方向、紙面の垂直方向が電極の厚み方向である。
【０１０８】
　さらに、光学顕微鏡写真を用いて、各フィンガー電極の中央部および端部の幅を測定し
、めっきヤケの有無を評価した。めっきヤケの評価は、電極の幅方向において、金属が不
均一に析出している場合を「有」、金属が略均一に析出している場合を「無」とした。上
記の結果をまとめたものを表１に示す。
【０１０９】
【表１】

【０１１０】
　図１４および表１より、低電流密度でめっきを行った後に高電流密度でめっきを行った
実施例１および実施例２では、フィンガー電極の端部の幅が中央部の幅よりやや大きいも
のの、幅方向へのめっき成長は抑制できていることが確認できる。また、実施例１および
実施例２では、幅方向への不均一な金属析出はなく、めっきヤケが発生していないことが
確認できる。
【０１１１】
　一方、低電流密度でめっきを行わずに高電流密度でのみめっきを行った比較例２および
比較例３では、実施例１および実施例２に比べて幅方向へのめっき成長が大きいことが確
認できる。さらに、比較例２および比較例３では、幅方向へ金属が不均一に析出し、めっ
きヤケが発生することが確認できる。めっきヤケの発生は、フィンガー電極の端部よりも
中央部に顕著に確認された。これは、比較例２および比較例３では、遮蔽板によりシリコ
ンウェハの全周縁が絶縁された状態で高電流密度のめっきが行われたため、フィンガー電
極の中央部に電界が集中したためと考えられる。
【０１１２】
　以上の結果から、低電流密度でめっきを行った後に高電流密度でめっきを行うことによ
り、めっき層を異方的に成長させることができると考えられる。
【０１１３】
　また、第２めっき層を形成する際の電流密度が４４Ａ／ｄｍ２である比較例１では、実
施例１および実施例２と同様に、幅方向へのめっき成長は抑制できているものの、実施例
１および実施例２と異なり、幅方向へ金属が不均一に析出し、めっきヤケが発生すること
が確認できる。この結果から、第２めっき層を形成する際の電流密度が高すぎると、めっ
きヤケが発生するため、第２めっき層を形成する際の電流密度は４０Ａ／ｄｍ２未満であ
ることが好ましいと考えられる。
【符号の説明】
【０１１４】
　１　導電型単結晶シリコン基板
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　２ａ，２ｂ　真性シリコン系薄膜
　３ａ，３ｂ　導電型シリコン系薄膜
　６ａ，６ｂ　透明電極層
　７，７０　集電極
　７ａ，７０ａ　フィンガー電極
　７ｂ，７０ｂ　バスバー電極
　７０ｃ　連結電極
　７１　金属シード層
　７１ａ　フィンガーシード層
　７１ｂ　バスバーシード層
　７２　めっき層
　７２１　第１めっき層
　７２２　第２めっき層
　８　裏面電極
　９　絶縁層
　９ｈ　開口
　１０　めっき装置
　１１　めっき槽
　１２　基板
　１３　陽極
　１４　基板ホルダ
　１５　電源
　１６　めっき液
　１７　給電点
　２０　遮蔽板
　１０１　太陽電池
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